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○石川県警察の緊急配備に関する訓令 （概要）

昭 和 ５ ２ 年 １ １ 月 １ ５ 日

石川県警察本部訓令第１６号

改正 昭和56年９月22日警察本部訓令第10号

昭和63年７月20日警察本部訓令第７号

平成元年９月８日警察本部訓令第16号

平成４年６月30日警察本部訓令第13号

平成６年７月１日警察本部訓令第17号

平成17年８月10日警察本部訓令第22号

平成18年11月９日警察本部訓令第21号

平成21年７月２日警察本部訓令第15号

平成24年３月12日警察本部訓令第５号

平成29年８月30日警察本部訓令第15号

平成30年10月11日警察本部訓令第15号

石川県警察の緊急配備に関する訓令を次のように定める。

石川県警察の緊急配備に関する訓令

目次

第１章 総則（第１条－第７条）

第２章 緊急配備体制と実施計画（第８条－第13条）

第３章 緊急報告（第14条・第15条）

第４章 緊急配備の実施（第16条－第27条）

第５章 緊急配備の解除と検挙報告（第28条－第30条）

第６章 緊急配備に準ずる活動（第31条－第35条）

第７章 教養訓練（第36条・第37条）

（以下、省略）


